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１ はじめに 

 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる公害のうち大気汚染については大気

汚染防止法（以下「法」という。）で規制を行っている。 

 法は、環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという水俣条約の趣旨に沿って、

「水銀等」の大気排出量をできる限り抑制することを目的としている。したがって、排出基準の

性格や測定値の評価等については、大気汚染防止法における従来の大気汚染物質の規制の在り方と

は異なることに留意することが必要である。 

 また、法では、水銀等を排出する施設等の種類と規模を定めて「水銀排出施設」とし、それら

の施設等に関する各種の届出を義務づけており、水銀排出施設の排出基準等が定められている。 

 

２ 定 義 

 ⑴ 水銀等 

「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。 

 

⑵ 水銀排出施設 

   工場又は事業所に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基

づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるもの。 

   → 条約附属書Ｄに掲げる施設又は同附属書Ｄに掲げる工程を行う施設のうち、条約第８条

２（b）の基準として環境省令で定める基準に該当するもの。（大気汚染防止法施行令第

３条の５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 要排出抑制施設 

   規制対象施設以外のうち、我が国において水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、排

出抑制をすることが適当であるもの。 

→ 別表第４の２に掲げる施設とする（大気汚染防止法施行令第 10 条の２）。 

 

別表第４の２（第 10 条の２関係） 

１ 
製銑

せん

の用に供する焼結炉（ペレット焼成炉を含む。） 

２ 製鋼の用に供する電気炉 

 

＜水俣条約 附属書Ｄ； 

水銀及び水銀化合物の大気への排出に係る特定可能な発生源一覧＞ 

 

・石炭火力発電所 

・産業用石炭燃焼ボイラー 

・非鉄金属（注）製造に用いられる製錬及び焙焼の工程 

・廃棄物の焼却設備 

・セメントクリンカーの製造設備  

   （注）鉛、亜鉛、銅及び工業金をいう。 
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  ３
 

届
出
を

要
す
る
施
設

 

          
⑴
 
水
銀
排
出
施
設
で
適
用
す
る
大
気
汚

染
防
止
法
の
ば
い
煙
発
生
施
設
の
規
模
要
件
 

 

水
俣

条
約
の
 

附
属
書
Ｄ
 

水
銀
排
出
施
設
で
適
用
す
る
大
気
汚
染
防
止
法
の

ば
い
煙
発
生
施
設
の
規
模
要
件
 

参
照
 

分
類
 

規
模
要
件
 

石
炭
火
力
発
電
所
 

令
別
表
第

1

の
1 

ボ
イ
ラ
ー
（
熱
風
ボ
イ
ラ
ー
を
含
み
、
熱
源
と
し
て
電
気

又
は
廃
熱
の
み
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

伝
熱
面
積
が

1
0
m2
以
上
で
あ
る
か
、
又
は
バ
ー
ナ
ー
の
燃
料
の
燃
焼
能
力
が
重

油
換
算
一
時
間
当
た
り

5
0
L
以
上
の
も
の
。
 

産
業
用
石
炭
燃
焼

ボ
イ
ラ
ー
 

非
鉄
金
属
（
銅
、

鉛
、
亜
鉛
及
び
工

業
金
）

製
造
に
用

い
ら
れ
る

精
錬
及

び
焙

焼
の
工
程
 

令
別
表
第

1

の
3 

金
属
の
精
錬
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
焼
結
炉
（
ペ
レ
ッ

ト
焼
成
炉
を
含
む
。
）
及
び
煆
焼
炉
 

一
時
間
当
た
り
の
原
料
処
理
能
力
が

1
ト
ン
以
上
の
も
の
。
 

令
別
表
第

1

の
4 

金
属
の
精
錬
の
用
に
供
す
る
溶
鉱
炉
（
溶
鉱
用
反
射
炉
を

含
む
。
）
、
転
炉
及
び
平
炉
 

令
別
表
第

1

の
5 

金
属
の
精
製
の
用
に
供
す
る
溶
解
炉
（

こ
し
き
炉
を
除

く
。
）
 

火
格
子
面
積
が

1m
2
以
上
で
あ
る
か
、
羽
口
面
断
面
積
が

0
.
5
m
2
以
上
で
あ
る

か
、
一
時
間
当
た
り
の
バ
ー
ナ
ー
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算

5
0
L
以
上
で
あ
る

か
、
変
圧
器
定
格
容
量

2
0
0k
V
A
以
上
の
も
の
。
 

令
別

表
第

1

の
1
4 

銅
、
鉛
又
は
亜
鉛
の
精
錬
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
焼
結

炉
（
ペ
レ
ッ
ト
焼
成
炉
を
含
む
。
）
、
溶
鉱
炉
（
溶
鉱
用

反
射
炉
を
含
む
。
）
、
転
炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉
 

一
時
間
当
た
り
の
原
料
処
理
能
力
が

0
.
5
ト
ン
以
上
で
あ
る
か
、
火
格
子
面
積

が
0
.
5 
m
2
以

上
で
あ
る
か
、
羽
口
面
断
面
積
が

0
.
2m

2
以
上
で
あ
る
か
、
一
時

間
当
た
り
の
バ
ー
ナ
ー
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算

2
0
L
以
上
の
も
の
。
 

令
別
表
第

1

の
2
4 

鉛
の
二
次
精
錬
の
用
に
供
す
る
溶
解
炉
 

一
時
間
当
た
り
の
燃
焼
能
力
が

1
0
L
以
上
で
あ
る
か
、
変
圧
器
定
格
容
量

4
0
k
V
A
以
上
の

も
の
。
 

セ
メ
ン
ト
ク
リ
ン

カ
ー
の
製
造
設
備
 

令
別
表
第

1

の
9 

窯
業
製
品
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
成
炉
 

火
格
子
面
積
が

1m
2
以
上
で
あ
る
か
、
バ
ー
ナ
ー
の
燃
料
の
燃
焼
能
力
が
重
油

換
算
一
時
間
当
た
り

50
L
以
上
で
あ
る
か
、
又
は
変
圧
器
の
定
格
容
量
が

2
0
0
k
VA

以
上
で
あ
る
も
の
。
 

廃
棄
物

の
焼
却

施

設
 

令
別
表
第

1

の
1
3 

廃
棄
物
焼
却
炉
 

火
格
子
面
積
が

2m
2
以
上
で
あ
る
か
、
又
は
焼
却
能
力
が
一
時
間
当
た
り

20
0
k
g

以
上
の
も
の
。
 

 
原
則

、
ば
い
煙
発
生
施
設
（
令
別
表
第
一
）
の
分
類
の
う
ち
、
水
俣
条
約
の
対
象
施
設
に
該
当
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
水
銀
を
扱
わ
な
い
こ
と
が

現
実

的
に
担
保
さ
れ
る
施
設
は
除
外
。
 

 
水
俣

条
約
を
幅
広
く
カ
バ
ー
す
る
観
点
か
ら
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
廃
棄
物
処
理
法
）
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別

措
置

法
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
法
）
の
規
制
施
設
で
、
水
俣
条
約
の
対
象
施
設
に
該
当
す
る
も
の
を
追
加
。
 

 
規
模

要
件
は
、
ば
い
煙
発
生
施
設
の
対
象
規
模
を
適
用
。
た
だ
し
、
水
銀
等
を
確
実
に
扱
う
施
設
は
、
施
設
規
模
に
関
わ
ら
ず
規
制
対
象
（
規
模

要
件

を
設
定
し
な
い
）
。
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⑵
 
水
銀
排
出
施
設
の
規
模
要
件
 

 

水
俣
条
約
の
 

対
象
施
設
 

大
気
汚
染
防
止
法
の
水
銀
排

出
施
設

 

具
体
的
な
要
件
 

（
規
則
 
別

表
第
三
の
三
）
 

石
炭
火
力
発
電
所
 

産
業
用
石
炭
燃
焼

ボ
イ
ラ
ー
 

小
型
石
炭
混
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

• 
令
別
表
第
１
の
１
の
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち
、
石
炭
を
燃
焼
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
バ
ー
ナ
ー
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算

1
0
万

L
/
時
未
満
の
も
の
（
石
炭
専
焼
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
 

石
炭
専
焼
ボ
イ
ラ
ー
及
び

大
型
石
炭
混
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

• 
令
別
表
第
１
の
１
の
ボ
イ
ラ
ー

の
う
ち
石
炭
を
燃
焼
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
 

非
鉄
金
属
（
銅
、

鉛
、
亜
鉛
及
び
工

業
金
）
製
造
に
用

い
ら
れ
る
精
錬
及

び
焙
焼
の
工
程
 

一 次
 

施 設
 

銅
又
は
工
業
金
 

• 
令
別
表
第
１
の
３
～
５
に
掲
げ
る
施
設
及
び

14
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
銅
又
は
金
の
一
次
精
錬
用
の
も
の
 

（
専
ら
粗
銅
、
粗
銀
又
は
粗
金
を
原
料
と
す
る
溶
解
炉
を
除

く
。
）
 

鉛
又
は
亜
鉛
 

• 
令
別
表
第
１
の
３
～
５
に
掲
げ
る
施
設
及
び

14
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
鉛
又
は
亜
鉛
の
一
次
精
錬
用
の
も
の
 

（
専
ら
粗
鉛
又
は
蒸
留
亜
鉛
を
原
料
と
す
る
溶
解
炉
を
除
く

。
）
 

二
 

次
 

施
 

設
 

銅
、
鉛
又
は
亜
鉛
 

• 
令
別
表
第
１
の
３
～
５
に
掲
げ
る
施
設
及
び

14
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
銅
、
鉛
又
は
亜
鉛
の
二
次
精
錬
用
の
も
の
 

• 
令
別
表
第
１
の

24
に
掲
げ
る
溶
解
炉
の
う
ち
鉛
の
二
次
精
錬
（
鉛
合
金
の
製
造
を
含
ま
な
い
。
）
用
の
も
の
 

• 
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
法
施
行
令
別
表
第
１
の
３
に
掲
げ
る
施
設
（
製
鋼
用
電
気
炉
ば
い
じ
ん
か
ら
亜
鉛
を
回
収
す
る
焙
焼
炉
等
）
 

（
専
ら
粗
銅
、
粗
鉛
又
は
蒸
留
亜
鉛
を
原
料
と
す
る
溶
解
炉

を
除
く
。
）
 

工
業
金
 

• 
令
別
表
第
１
の
３
～
５
に
掲
げ
る
施
設

の
う
ち
金
の
二
次
精
錬
用
の
も
の
 

（
専
ら
粗
銀
又
は
粗
金
を
原
料
と
す
る
溶
解
炉
を
除
く
。
）

 

セ
メ
ン
ト
ク
リ
ン

カ
ー
の
製
造
設
備
 

セ
メ
ン
ト
の
製
造
の
用
に

供
す
る
焼
成
炉
 

• 
令
別
表
第
１
の
９
に
掲
げ
る
焼
成
炉
の
う
ち
セ
メ
ン
ト
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の
 

廃
棄
物
の
焼
却
設

備
 

 

廃
棄
物
焼
却
炉
（
一
般

廃
棄
物
焼
却
炉
、
産
業

廃
棄
物
焼
却
炉
、
下
水

汚
泥
焼
却
炉
）
 

• 
令
別
表
第
１
の

13
に
掲
げ
る
廃
棄
物
焼
却
炉
 

• 
一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

（
廃
棄
物
処
理
法
第
八
条
第
一
項
）
、
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
（
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
 
第

七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
一
の
二
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三
の
二
号
）

で
あ
っ
て
、
火
格
子
面
積

が
２

m
２
以
上
も
し
く
は
焼
却
能
力
が

2
0
0k
g
/時

以
上
の
も
の
 

（
専
ら
排
出
事
業
者
が
設
置
す
る
廃
油
焼
却
施
設
で
あ
っ
て

、
原
油
精
製
工
程
か
ら
排
出
さ
れ
た
廃
油
以
外
を
取
り
扱
う
も
の

を
除
く
。
）
 

水
銀
含
有
汚
泥
等
の
焼

却
炉
等
 

• 
水
銀
回
収
義
務
付
け
産
業
廃
棄
物

（
注
１
）
又
は
水
銀
含
有
再
生
資
源

（
注
２
）
を
取
り
扱
う
施
設
（
加
熱
工
程
を
含
む
施
設

に
限
る
。
）
（
施
設
規
模
に
よ
る
裾
切
り
は
な
し
。
）
 

（
注
１
）
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
で
規
定
 

（
注
２
）
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る

法
律
で
規
定
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⑶
 
適
用
除
外
（
法
第

2
7
条
第
１
項
）
 

水
銀
排
出
施
設
が
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は

、
各
々
の
法
律
に
基
づ
き
届
出
を
行
う
こ
と
と
な
る
（
大
気
汚
染
防
止
法
の
届
出
の
対
象
外
）
 

 ・
電
気
事

業
法
の
電
気
工
作
物
 

・
ガ
ス
事

業
法
の
ガ
ス
工
作
物
 

・
鉱
山
保

安
法
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
施
設
で
あ
る
水
銀
排
出
施
設
 

   

4



４
 

水
銀
排

出
施
設
に
係
る
排
出
基
準
及
び

測
定

義
務
 

⑴
 
排
出
基
準
の
設
定
に
当
た
っ
て
の
考

え
方
 

ア
 

環
境
中
を
循
環
す
る
水
銀
の
総
量
を
削

減
 

 
 
 

 
水
俣
条

約
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
大
気
中
に
排
出
さ
れ
た
水
銀
等
を
直
接
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
る
健
康
被
害
を
防
止
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
環
境
中
を
循
環
す
る
水
銀
の
総
量

を
削
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
現
在
、
一
般
環
境
に
お
け
る
大
気
中
の
水
銀
濃
度
は
、
健
康
リ
ス
ク
の

低
減
を
図
る
た
め
の
指
針
値
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
。
）
。
 

イ
 

平
常
時
に
お
け
る
平
均
的
な
排
出
状
況

を
捉
え
た
規
制
と
す
る
 

 
 
 
 

水
銀
排
出
量
は
、
原
料
や
燃
料
中
の
水

銀
含
有
量
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
（
突
発
的
に
基
準
値
を
超
え
た
だ
け
で
は
、
排
出
基
準
違
反
に
は
な
ら
な
い
。
）。

 

ウ
 

利
用
可
能
な
最
良
の
技
術
（

B
AT
）
に
基
づ
い
て
排
出
基
準
を
設
定
 

 
 
 
 

各
施
設
分
類
ご
と
に
「
利
用
可
能
な
最

良
の
技
術
」
を
想
定
、
経
済
的
か
つ
技
術
的
に
考
慮
を
払
い
つ
つ
、
現
実
的
に
排
出
抑
制
が
可
能
な
レ
ベ
ル
に
設
定
。
 

エ
 

新
規
の
設
備
と
既
存
の
設
備
を
分
け
て

排
出
基
準
を
設
定
 

 
 
 

 
新
規
施

設
と
既
存
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
利
用
可
能
な
最
良
の
技
術
に
適
合
」
し
た
値
を
設
定
。
た
だ
し
、
既
存
施
設
で
あ
っ
て
も
大
幅
に
改
変
す
る
場
合
は
新
設
扱
い
と

す
る
。
 

              

【
既
存
施
設
に
対
す
る
措
置
】

 

・
既
存
施
設

で
あ
っ
て
も
、
水
銀
排
出
量
の

増
加
を
伴
う
大
幅
な
改
修
（
実
質
的
な
改
修
）
を
し
た
施
設
は
、
水
俣
条
約
で
は
、
新
規
施
設
と
み
な
す

（
条
約
第
８
条
２
（
ｃ
）
）

 
 
 

→
 
施
設
規
模

（
注
）
が
５
割
以
上
増
加
す
る
構
造
変
更
（
た
だ
し
、
水
銀
排
出
施
設
か
ら
の
水
銀
排
出

量
の
増
加
伴
う
も
の
に
限
る
）
を

し
た

場
合
は
、
新
規
施
設
の
排
出
基
準
を
適
用
（
令
附
則
第
２
条
第
５
項
）

 
・
既
存
施
設
に
お
い
て
、
排
出
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
大
幅
な
改
修
を
行
う
場
合
に
は
、
排
出
基
準
の
遵
守
に
つ
い
て
、
改
正
法
施
行
後
最
大
２

年
間
（
改
修
に
か
か
る
期
間
に
限
る
）
の
猶
予
 
（
令
附
則
第
２
条
第
３
号
及
び
同
条
第
４
条
）

 
 （
注
）
施
設
規
模
・
・
・
伝
熱
面
積
、
バ
ー
ナ
ー
の
焼
却
能
力

、
原
料
の
処
理
能
力
、
火
格
子
面
積

、
羽
口
面
断
面
積
、
変
圧

器
の
定
格
容
量
又
は
焼
却
能
力
の
う
ち
、
対
象

と
な
る
水
銀
排
出
施
設

の
裾
切
り
基
準
と
同
じ
要
件
。
 

裾
切
り
基
準
を
設
け
な

い
水
銀
含
有
汚
泥
等
の
焼
却
炉
は
、
火
格
子
面
積
又
は
焼
却
能
力
で
判
断
。
 

5



 
⑵
 
排
出
基
準
表
 

水
俣
条
約
の

対
象
施
設
 

大
気
汚
染
防
止
法
の
 

水
銀
排
出
施
設
 

排
出
基
準
 

（
μ
g
/
N
m
3
）

注
1 

（
参

考
）

実
態

調
査

に
よ

る
排

ガ
ス

中
の

水
銀

濃
度
 

（
μ
g
/
N
m
3
）
 
 
（
 
 
）
は
平
均
値
 

新
設

 
既
設
 

実
態
調

査
の

た
め

の
測

定

方
法
 

左
記
方
法
以
外
 

石
炭
火
力
発
電
所
 

産
業
用
石
炭
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

石
炭
専
焼
ボ
イ
ラ
ー
及
び
 

大
型
石
炭
混
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

8
 

1
0
 

0
.
1
-
4
.4
 
(
1.
2
) 

0
.
1
-
1
3 
(
1
.2
) 

小
型
石
炭
混
焼
ボ
イ
ラ
ー

注
2 

1
0
 

1
5
 

<
0
.
1
-
16
 
(
1.
9
) 

0
.
1
-
6
.2
 
(
1.
3
) 

非
鉄

金
属
（

銅
、
鉛

、
亜
鉛
及

び

工
業

金
）
製

造
に
用

い
ら
れ
る

精

錬
及
び
焙
焼
の
工
程
 

一
次
施
設
 

銅
又
は
工
業
金
 

1
5
 

3
0
 

銅
 
<
0.
1
-
1.
2
 
(0
.
5
) 

銅
 
<
0.
1
-
18
 
(
2.
4
) 

鉛
又
は
亜
鉛
 

3
0
 

5
0
 

亜
鉛
 
0
.
1
-3
9
 
(9
.
4
) 

亜
鉛
 
0
.
4
-1
5
0
 (
2
6
) 

二
次
施
設
 

銅
、
鉛
又
は
亜
鉛
 

1
0
0 

4
0
0 

銅
 
0
.1
-
3
60
 
(
66
) 

鉛
 
<
0.
1
-
23
0
0
 (
2
9
) 

亜
鉛
 
<
0
.
1-
1
1
00
 
(
90
) 

銅
 
3
3-
7
1
0 
(
3
70
) 

鉛
 
1
.8
-
2
00
0
 
(5
6
3
) 

亜
鉛
 
0
.
5
-1
6
0
0 
(
2
80
) 

工
業
金
 

3
0
 

5
0
 

金
 
<
0.
1
-
11
 
(
2.
0
) 

金
 
4
30
 

廃
棄
物
の
焼
却
設
備
 

廃
棄
物
焼
却
炉
 

3
0
 

5
0
 

<
0
.
1
-
38
0
 
(1
1
) 

<
0
.
1
-
30
0
 
(1
7
) 

水
銀
含
有
汚
泥
等
の
焼
却
炉
等
 

5
0
 

1
0
0 

-
-
- 

1
2
-
2
0
0 
(
8
4)
 

セ
メ

ン
ト
ク

リ
ン
カ

ー
の
製
造

設

備
 

セ
メ

ン
ト

の
製

造
の

用
に

供
す

る
焼
成
炉
 

5
0
  

8
0
注
３
 

0
.
9
-
2
60
 
(
46
) 

0
.
2
-
2
20
 
(
39
) 

注
１
 
酸
素
換
算
は
、
石
炭
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー
６
％
、
セ

メ
ン
ト
ク
リ
ン
カ
ー
製
造
用
焼
成
炉

1
0％

、
廃
棄
物
焼
却
炉
・
水
銀
含
有

汚
泥
等
焼
却
炉

1
2％

 

注
２
 
伝
熱
面
積
が

10
m
2
以
上
で
あ
る
か
、
又
は
バ
ー
ナ
ー
の
燃
料
の
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算
一
時
間
当
た
り

50
L
以
上
で
あ

る
も
の
の
う
ち
、
バ
ー
ナ
ー
の
燃
料
の
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算
一
時
間
当
た
り

1
0
0,
00
0L

未
満
の
も
の
。
 

注
３
 
原
料
と
す
る
石
灰
石
中
の
水
銀
含
有
量
が

0
.0
5 
mg

-H
g/
kg
-L
i
me
st
on
e（

重
量
比
）
以
上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

14
0µ
g/
Nm
3 
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⑶ 測定義務について 

  ア 測定対象：全水銀 （ガス状水銀及び粒子状水銀） 

  イ 測定方法：バッチ測定 

  ウ 試料採取・分析方法 

○ガス状水銀 【湿式吸収－還元気化原子吸光法】 

    JIS K 0222（排ガス中の水銀分析方法）を基本とし、主に以下の点を変更。 

・排出ガスの吸引量・・・１００Ｌ程度（吸引流速は 0.5～1.0Ｌ/分） 

バッチ稼動施設で１００Ｌの連続吸引が不可能な場合は、連続吸引可能な最大量 

・排出ガスの洗浄方法・・・鉱石などのばい焼ガスなど、二酸化硫黄濃度の高い排出ガスや

有機物の多い排出ガスは、硝酸（5%）過酸化水素水（10%）混合溶液等

による洗浄を行う。洗浄瓶と吸収瓶との間に空瓶を 1個置き、洗浄液

瓶及び空瓶に捕集された溶液も、水銀濃度を定量する。 

○粒子状水銀 

・JIS Z 8808（排ガス中のダスト濃度の測定方法）に準拠してフィルターに粒子状水銀を含

むダストを等速吸引により捕集し、 １，０００Ｌ程度を採取する。 

バッチ稼動施設で 1,000Ｌの連続吸引が不可能な場合は、連続吸引可能な最大量 

・分析は湿式酸分解法‐還元気化‐原子吸光法又は加熱気化‐原子吸光法を用いて分析する。 

 

 

 

  エ 測定頻度 

以下の①～④の頻度で定期測定を行う。 

①排出ガス量が４万 Nm3/時以上の施設 
４か月を超えない作業期間ごとに 

１回以上 

②排出ガス量が４万 Nm3/時未満の施設 
６か月を超えない作業期間ごとに 

１回以上 

③専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする 

 乾燥炉 
年１回以上 

④専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする 

 溶解炉 
年１回以上 

（注）③及び④については、基本的に水銀等が発生しないと考えられるが、制度上、施設の構造上又は現実

的に制限されることではないことから、当該施設から水銀等が発生しないことを確認するために、年１

回以上の測定を求める。 

 

 

 

○ 環境省告示第九十四号 排出ガス中の水銀測定法  
   http://www.env.go.jp/air/suigin/kokuji.pdf 
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（参考）ばい煙発生施設においては、排出ガス量が１時間当たり４万 Nm3 以上の施設にあっては２ヶ

月を超えない作業期間ごとに１回以上、排出ガス量が１時間当たり４万 Nm3 未満の施設にあっ

ては６ヶ月を超えない作業期間ごとに１回以上の頻度でばい煙濃度を測定することとされてい

る。 

 

＜排ガス量４万 Nm3/時以上の施設の測定イメージ＞ 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

ばい煙  ○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 
 

○ 

水銀  ○ 
   

○ 
   

○ 
  

 

 

⑷ 測定結果の確認方法 

測定結果は、平常時における平均的な排出状況を捉えたものか適切に確認する必要がある。 

○排出基準を上回る濃度が検出された場合 

水銀排出施設の稼働条件を一定に保ったうえで、速やかに３回以上の再測定（試料採取を

含む）を実施し、初回の測定結果を含めた計４回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値

を除く全ての測定結果の平均値により評価する。 

※初回の測定結果が排出基準の値の 1.5 倍を超過していた場合は、初回測定結果が得られ

た後から 30 日以内に、それ以外の場合は 60 日以内に実施し結果を得ること。 

※定期測定の結果が出た時点で定期点検等のため休止している場合や、自然災害等による

やむを得ない事情がある場合は、上段の限りではなく、また再測定のみを目的に施設を

稼働する必要はないが、できる限り速やかに再測定を行うこと。 

※測定結果は最大及び最小を含む全ての値について記録･保管しておくこと。 

※再測定後の評価でも排出基準を上回る場合は、管轄保健所に連絡するとともに、原因究

明を行い、再発防止のための抑制措置をとること。 

※次の定期測定は、最後の再測定日から４か月（又は６か月）を超えない作業期間ごとに

測定すること。（ただし、排出基準を上回っている場合は管轄保健所の指示に従って測定

すること） 

※排出基準は、環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという観点から設定し

たものであることから、排出基準を超える水銀等が排出されたとしても直ちに地域住民

に健康被害を生じるものではないことに留意が必要。 
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○
定
期
測
定
の
結
果
が
排
出
基
準
を
超
過
し

た
場
合
の
フ
ロ
ー
図
 

                        

定
期
測

定
 

定
期
測

定
＋
３

回
以

上
の
再

測
定

の
全
て

の
結

果
を
記

録
・

３
年
間

保
管

 

以
下

 

超
過

 
計

３
回

以
上
の

再
測

定
 

（
試
料

の
再
採

取
）

 

「
定
期

測
定
＋

３
回

以
上
の

再
測

定
」
の

う
ち

、
最
大

値
・

最
小
値

を
除

く
全
て

の
結

果
の

平
均
値

を
排
出

基
準

に
照
ら

し
て

評
価

 

排
出
基
準

 

排
出
基
準

 

以
下

 

超
過

 
管

轄
保

健
所
へ

の
連

絡
 

原
因
究

明
、
再

発
防

止
策

 

排
出

基
準

の
１

．
５

倍
を

超
え

る
 

濃
度

の
場

合
は

30
日

以
内

、
 

そ
れ

以
外

は
、

60
日

以
内

に
 

実
施

し
て

結
果

を
得

る
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排 ガ ス 中 の 水 銀 濃 度

時
間

○
測
定
結
果
の
確
認
方
法
に
あ
た
り
、
こ
れ

ま
で
の
規
制
と
異
な
る
点
（
イ
メ
ー
ジ
図
）
 

         

水
銀
大

気
排
出

基
準
 

吸
入
暴

露
に
よ

る
健

康
影
響

を
防

止
す
る

た
め

の
 

レ
ベ
ル

（
ば
い

煙
の

排
出
規

制
制

度
）
 

⇒
一
般

大
気
の

指
針

値
（
4
0
 
n
g
-
H
g
/
m
3
)
の
 

超
過
地

点
な
し
 

  

排
ガ
ス
処
理
装
置
の
故
障
の
場
合
な
ど
で

 

修
理
等
の
抑

制
措

置
が
必
要

な
場

合
 

平
常
時

に
お
け

る
 

平
均
的

な
排
出

状
況

の
場
合

 

定
期
測
定

 

定
期
測
定
の
結
果
、
排
出

基
準
の

1
.
5
倍
を

超
え
る
濃
度
の

場
合
は

3
0
日
以
内
、
そ
れ
以
外
は
、
6
0
日
以
内
に
３
回
以

上
の
再
測
定
を
実
施
し
て
結
果
を
得
る
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５ 要排出抑制施設 

「要排出抑制施設」は、規制対象施設以外のうち、我が国において水銀等の排出量が相当程度

多い施設であって、排出抑制をすることが適当であるもの。 

自主的取組が求められる「要排出抑制施設」は、中央環境審議会からの第一次答申を踏まえ、

次の２施設が規定された 

・製銑の用に供する焼結炉（ペレット焼成炉を含む。） 

・製鋼の用に供する電気炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第二次答申の概要＞ 

１ 自主的取組の内容 

・自主管理基準を設定すること 

・水銀濃度を測定し、その結果を記録・保存すること 

・その他の水銀大気排出抑制のために必要な措置をとること 

・自主管理基準の達成状況や水銀大気排出抑制措置の実施状況を評価し、公表すること 

 

＜留意事項＞ 

・自主管理基準は、現状の水銀等の排出状況を適正に把握した上で水銀排出施設の排出基準の設定に係る考え

方や海外における規制動向を参考にして設定することが望ましい。 

・水銀等の濃度測定は、環境省が定める方法（平成 28 年環境省告示第 94 号）で行われることが適当であり、

測定結果の信頼性の確保という観点から、計量証明書の交付を受けることが望ましい。 

・自主管理基準の達成状況等の公表については、設置者等のホームページや環境報告書など、国民が容易に情報

を入手できる媒体で、評価後速やかに公表することが望まれる。 

 

要排出抑制施設の設置者の自主的取組等（第１８条の３２） 

 要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、

自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずると

ともに、当該措置の実施状況及びその評価を公表しなければならない。 
 
 
 
・平成 29 年５月「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について（第

二次答申）」（要排出抑制施設の自主的取組のフォローアップのあり方について） 
・中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会において、要排出抑制

施設における自主的取組のフォローアップを行う。 

11



２ 自主的取組のフォローアップの方法 

(1)フォローアップのために必要な情報 

   ア 自主管理基準の設定に関すること 

     単独で又は共同して、自らが遵守すべきとして作成された基準とともに、参考情報として

当該基準設定にあたっての考え方に関する情報 

   イ 排出抑制措置に関すること 

     水銀等の大気中への排出を抑制するために実施した措置に関する情報で、新規に講じた措

置に加えて、従前から継続的に実施しており水銀除去に寄与している排出ガス処理設備など

に関する情報 

   ウ 自主管理基準の達成情報及び評価・公表（公表方法や公表内容など）に関すること 

     自主管理基準の達成状況及び評価・公表に関する情報 

(2)情報提供の頻度、方法 

    年度単位の排出量を用いて水銀大気排出インベントリーを策定することを考慮して、自主的

取組のフォローアップについても、年度単位で実施することが適当である。 

    また、国は、設置者等における評価・公表の状況を整理し、自主的取組のフォローアップの

ために追加的な情報が必要な場合には、別途、設置者等の負担にも配慮しつつ、設置者等に提

供を求めることが適当である。 

 

３ 自主的取組のフォローアップにおける評価 

(1)評価の方法、仕組み 

    国が整理した自主的取組に関する情報について、中央環境審議会においては、以下の視点か

ら評価するとともに、自主的取組を促進するために助言する事項があれば、その具体的な内容

を分かりやすく整理し、必要に応じて設置者等に情報提供することが適当である。 

    ＜評価の視点＞ 

 ア 自主管理基準の設定状況（新規設定及び見直し時に評価を行う。） 

 イ 排出抑制措置の実施状況 

 ウ 自主管理基準の達成状況及び評価・公表の実施状況 

(2)評価結果の公表方法 

    中央環境審議会による評価結果については、自主的取組の促進に努める観点から、水銀大気

排出インベントリーなどの水銀等の大気排出に関する情報と合わせて、国のホームページで公

表することが適当である。 

 

４ 自主的取組を推進するための方策 

    設置者等による自主的取組を実効性のあるものにするためには、該当する事業者への制度の

周知が肝要である。このため、国が行う説明会や講演会、国のホームページによる周知等をは

じめ、自治体の協力のもと、ばい煙発生施設の届出情報を活用した情報提供を行うほか、関連

団体の協力を得て構成事業者に情報提供を行うなど、あらゆる機会を捉えて、制度についての

周知や情報提供を進め、設置者等における自主管理基準の作成や排出抑制措置などの自主的取

組の実施を促進する必要がある。 
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８ 届出に係る事務の流れ 
 

                  設置(使用、変更)届 

 

                     受理書 

 

 ・設置（使用、変更）届は、正本及び副本の２部、提出する必要があります。 

・２以上の水銀排出施設が次のどちらにもあてはまる場合、その種類ごとに１つの届出書で届出が

できます。 

○同一の工場又は事業場に設置されている。 

○その種類（別表第三の三の項ごとの区分をいう。）が同一である。 

 

受理書は設置届（法 18 条の 23 第１項）、経過措置に伴う届出（法 18 条の 24 第１項）、構造等

の変更届（法 18 条の 25第１項）を受理した時（書面審査終了時）に交付されます。 

 

水銀排出施設の設置（変更）の届出の流れ 
 

届 出 者 保 健 所 
  

※提出された届出書が形式上の要件を満たしていない場合は、却下又は修正を求めます。形式上

の要件に適合して、初めて受理となります。 

※受理日から原則として 60 日は実施の制限がかかります。 

※届出内容が法令等に規定する要件に適合していると認められたとき、審査完了の通知を行いま

す。この通知をもって。実施の制限は解除されます。 
 

番号 項目 説明 

１ 形式審査 

提出された届出書の形式上の要件（記載漏れがないかどう

か、添付資料がそろっているかどうか）を満たしているか審

査します。 

２ 受理 
届出書が形式上の要件を満たしている場合、受理書を交付し

ます。 

３ 内容審査 
届出内容が法の規定する要件（排出基準等）を満たしている

か審査します。 

４ 計画変更命令等 
法の基準に適合していないと認めるときは計画の変更又は廃

止を命ずることがあります。 

５ 審査完了 
届出内容が法の規定する要件を満たしていることを知事が決

定します。 
 

事業場 保健所 

届出 収受 

形式審査（１日程度） 

受理・審査開始 

内容審査 

審査完了 

却下 or 修正指示 

受理書の交付 

計画変更命令等 

審査完了の通知 

（実施制限の短縮の通知） 

着工 

実
施
の
制
限 
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